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(57)【要約】
【課題】簡素な構成で、電池セルの変形を抑制すると共
に、振震耐性の高い締結具を備えた電源装置を提供する
。
【解決手段】直方体形状の電池セルを一方向に積層させ
て形成される電池ブロック２と、電池ブロック２の積層
方向両端に配設されるエンドプレート２３と、電池ブロ
ック２を加圧した状態で締結する締結具３とを備え、締
結具３は、一対のバインドバー３１で構成され、バイン
ドバー３１は、電池ブロック２及びエンドプレート２３
を囲繞する形状に形成されると共に、エンドプレート２
３に架設され、さらに、エンドプレート２３と対向する
面に切り欠き３１Ａを有することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直方体形状の電池セルを一方向に積層させて形成される電池ブロックと、該電池ブロッ
クの積層方向の両端に配設されるエンドプレートと、前記電池ブロックを加圧した状態で
締結する締結具とを備え、
　前記締結具は、一対のバインドバーで構成され、
　該バインドバーは、前記電池ブロック及び前記エンドプレートを囲繞する形状に形成さ
れると共に、前記エンドプレートに架設され、さらに、前記エンドプレートと対向する面
に切り欠きを有することを特徴とする電源装置。
【請求項２】
　請求項１記載の電源装置において、
　一方の前記バインドバーに形成される前記切り欠きと、他方の前記バインドバーに形成
される前記切り欠きとが、互いに隣接するように位置して一つの開口部を形成すると共に
、
　該開口部が電池ブロックの積層方向両端にそれぞれ少なくとも一つずつ形成されるよう
に構成されることを特徴とする電源装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２記載の電源装置において、
　前記電池セルは、前記電池ブロックの一面に並んで位置する出力端子を有し、
　前記バインドバーは、前記電池ブロック及び前記エンドプレートを囲繞して電池ブロッ
クを締結する側周部と、該側周部から延設される鍔部とで構成され、
　前記出力端子側に位置する前記バインドバーの鍔部は、前記出力端子を露出させる開口
を形成するように設けられることを特徴とする電源装置。
【請求項４】
　請求項３記載の電源装置において、
　前記電池セルは、上面に前記出力端子が設けられる外装缶を有し、
　前記電池セルの下面側に位置する前記バインドバーの鍔部は、前記電池セルの下面が位
置する電池ブロックの一面の少なくとも一部を露出させる開口を形成するように設けられ
ることを特徴とする電源装置。
【請求項５】
　請求項３記載の電源装置において、
　前記電池セルは、上面に前記出力端子が設けられる外装缶を有し、
　前記電池セルの下面側に位置する前記バインドバーの鍔部は、前記電池セルの下面が位
置する電池ブロックの一面を覆うように設けられることを特徴とする電源装置。
【請求項６】
　請求項４または請求項５記載の電源装置において、
　前記電池セルの下面が位置する前記電池ブロックの一面に前記電池セルを冷却する冷却
装置を備えたことを特徴とする電源装置。
【請求項７】
　請求項６記載の電源装置において、
　前記冷却装置は、熱伝導性を有する冷却プレートを含み、
　該冷却プレートは、前記電池ブロックと前記鍔部との間に位置することを特徴とする電
源装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれかに記載の電源装置において、
　前記バインドバーは、バインドバーを貫通する少なくとも一つのピンを介して、前記エ
ンドプレートに係止可能に構成されることを特徴とする電源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】



(3) JP 2013-51048 A 2013.3.14

10

20

30

40

50

　本発明は、複数の電池セルを備えた電源装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ハイブリッドカーや電気自動車等には、電動機駆動用の高電圧出力の電源装置が備えら
れており、この電源装置は、複数の電池セルで構成されている。電池セルを直列に接続す
ることで電源装置の出力電圧を高く、並列に接続することで電源装置の電流容量を大きく
することができる。電源装置を構成する電池セルとしては、繰り返し充放電ができるよう
に、二次電池が使用される。
【０００３】
　一般的に電池セルは、充放電を繰り返すことにより電池セルが膨張し、膨張に伴う電池
性能（入出力特性）の劣化が生じる。そのため、複数の電池セルを積層して構成される電
源装置において、電池セルを加圧した状態で締結することで電池セルの膨張を防止し、膨
張に伴う電池性能の劣化を抑制する締結具を備えた電源装置がある。
【０００４】
　この種の電源装置としては、例えば、角形電池（電池セル）と角形電池を保持する絶縁
性セパレータとを交互に積層して形成される電池ブロックと、電池ブロックの両端に配設
される一対のエンドプレートと、エンドプレートに架設され、積層されている角形電池を
積層方向に加圧した状態で締結するバインドバーとを備えた電源装置が知られている（特
許文献１）。
【０００５】
　特許文献１の電源装置を組み立てる際には、両端にエンドプレートを備えた電池ブロッ
クを、エンドプレートの中央を押圧するバインド治具を使って、積層方向に加圧し、この
状態の電池ブロックを締結するように、バインドバーがエンドプレートにネジ止め固定さ
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１５７４５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１の構成では、バインドバーを固定しているネジがゆるむとバ
インドバーが外れてしまうおそれがあった。また、バインドバーが完全に外れなくとも、
ネジがゆるむと、電池ブロックを加圧する力が弱くなり、電池セルの膨張を充分に抑制で
きなくなるという問題がある。特に車両用の電源装置においては、車両の走行に伴う振動
が電源装置に伝わるため、振動耐性の高い締結具を備えた電源装置が求められている。
【０００８】
　本発明は、斯かる問題を解決するためになされたものであり、簡素な構成で、電池セル
の変形を抑制すると共に、振動耐性の高い締結具を備えた電源装置を提供することを課題
とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　直方体形状の電池セルを一方向に積層させて形成される電池ブロックと、該電池ブロッ
クの積層方向の両端に配設されるエンドプレートと、前記電池ブロックを加圧した状態で
締結する締結具とを備え、前記締結具は、一対のバインドバーで構成され、該バインドバ
ーは、前記電池ブロック及び前記エンドプレートを囲繞する形状に形成されると共に、前
記エンドプレートに架設され、さらに、前記エンドプレートと対向する面に切り欠きを有
することを特徴とする。
【００１０】
　一方の前記バインドバーに形成される前記切り欠きと、他方の前記バインドバーに形成
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される前記切り欠きとが、互いに隣接するように位置して一つの開口部を形成すると共に
、該開口部が電池ブロックの積層方向両端にそれぞれ少なくとも一つずつ形成されるよう
に構成されることが好ましい。
【００１１】
　前記バインドバーは、前記電池ブロック及び前記エンドプレートを囲繞して電池ブロッ
クを締結する側周部と、該側周部から延設される鍔部とで構成され、前記出力端子側に位
置する前記バインドバーの鍔部は、前記出力端子を露出させる開口を形成するように設け
られることが好ましい。
【００１２】
　前記電池セルは、上面に前記出力端子が設けられる外装缶を有し、前記電池セルの下面
側に位置する前記バインドバーの鍔部は、前記電池セルの底面が位置する電池ブロックの
一面の少なくとも一部を露出させる開口を形成するように設けられることが好ましい。
【００１３】
　また、前記電池セルの下面側に位置する前記バインドバーの鍔部は、前記電池セルの下
面が位置する電池ブロックの一面を覆うように設けられる構成としても良い。
【００１４】
　前記電池セルの下面が位置する前記電池ブロックの一面と当接して前記電池セルを冷却
する冷却装置を備えることが好ましい。
【００１５】
　前記冷却装置は、熱伝導性を有する冷却プレートを含み、該冷却プレートは、前記電池
ブロックと前記鍔部との間に位置することが好ましい。
【００１６】
　前記バインドバーは、バインドバーを貫通する少なくとも一つのピンを介して、前記エ
ンドプレートに係止可能に構成されることが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１の構成によると、簡単な構成で、振動耐性の高い締結具を備えた電源装置を提
供することができる等の効果を奏する。
【００１８】
　請求項２の構成によると、エンドプレートを押圧するための開口部を大きく形成するこ
とができるため、電源装置の組立を容易とすることができる等の効果を奏する。
【００１９】
　請求項３の構成によると、出力端子がバインドバーによって覆われないので、電池ブロ
ックをバインドバーにより締結した状態で、出力端子を接続させることができる等の効果
を奏する。
【００２０】
　請求項４及び請求項５の構成によると、バインドバーの鍔部により、電池ブロックを保
持することができ、電池ブロックとバインドバーとの位置ずれを防止することができる等
の効果を奏する。
【００２１】
　請求項６の構成によると、出力端子が位置する面の反対側の面から電池ブロックを冷却
することができる等の効果を奏する。
【００２２】
　請求項７の構成によると、冷却プレートを鍔部により固定することができる等の効果を
奏する。
【００２３】
　請求項８の構成によると、環状バインドバーの位置ずれを防止できる等の効果を奏する
。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
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【図１】本発明の実施形態における電源装置の斜視図である。
【図２】同分解斜視図である。
【図３】同角形電池の断面図である。
【図４】同環状バインドバーを架設する工程を示す斜視図である。
【図５】同バインド治具を取り外す様子を示す斜視図である。
【図６】本実施形態における冷却プレートの配置を説明する斜視図である。
【図７】同断面図である。
【図８】本発明の他の実施形態における電源装置の斜視図である。
【図９】同分解斜視図である。
【図１０】本発明の冷却プレートが電池ブロックとバインドバーの間に位置する他の実施
形態を示す斜視図である。
【図１１】同分解斜視図である。
【図１２】同断面図である。
【図１３】同下面から見た斜視図である。
【図１４】同別の形態を示す下面から見た斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明の実施形態について図１乃至図５に基づいて、以下に詳述する。
【００２６】
　図１は、本発明の実施形態における電源装置１の斜視図で、図２は同分解斜視図である
。図１及び図２に示すように、電源装置１は、角形電池２１を一方向に積層して形成され
る電池ブロック２と、電池ブロック２を締結する締結具３とを備えている。そして、電池
ブロック２は、積層方向の両端にエンドプレート２３を備えており、このエンドプレート
２３を介して、締結具３が電池ブロック２を積層方向に加圧するようになっている。図２
に示すように、締結具３は、エンドプレート２３に架設される一対の環状バインドバー３
１で構成されている。環状バインドバー３１は、電池ブロック２の上面及び下面の少なく
とも一部を露出させるように開口した環状に形成されている。
【００２７】
　図３に示すように、角形電池２１は、幅薄の略直方体形状に形成される外装缶２１１の
内部に、電極２１２等の発電要素を封入して構成される電池セルで、リチウムイオン電池
やニッケル水素電池等の二次電池である。外装缶２１１は、熱伝導性に優れた金属で形成
されており、角形電池２１の冷却性を向上させるようになっている。熱伝導性に優れた金
属としては、例えば、アルミニウムやアルミニウム合金等がある。また、角形電池２１は
、外装缶２１１上面から突出する二つの出力端子２１３が長手方向に並設されており、夫
々、正極と負極となっている。
【００２８】
　電池ブロック２を構成する角形電池２１は、環状バインドバー３１の開口から出力端子
２１３が露出するように、出力端子２１３が電池ブロック２の上面に並ぶように積層され
、隣接している角形電池２１同士は、バスバー（図示せず）を介して接続される。角形電
池２１は直列に接続され、電源装置１の出力電圧を大きくしている。この構成によると、
環状バインドバー３１から出力端子２１３が露出しているので、電池ブロック２を環状バ
インドバー３１で締結した状態で、バスバーによる角形電池２１の接続が行うことができ
、作業性を向上させることができる。
【００２９】
　尚、上記実施形態では、各角形電池２１は直列に接続されているが、並列に接続しても
よい。角形電池２１を並列に接続することで、電源装置１の電流容量を大きくすることが
できる。また、目的の出力電圧や電流容量に応じて、並列接続や直列接続を組み合わせて
電池ブロック２を構成する場合もある。
【００３０】
　電池ブロック２を構成する角形電池２１の間には、セパレータ２２が配設されている。
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セパレータ２２は、絶縁材で形成されており、隣接する角形電池２１同士の短絡を防止す
ることができるようになっている。絶縁材としては、例えば、絶縁性、耐熱性に優れた樹
脂やプラスチックが使用される。セパレータ２２は、両面に角形電池２１が嵌合するよう
に形成されており、角形電池２１を積層する際、隣接する角形電池２１の位置ずれを阻止
するようになっている。
【００３１】
　尚、上記実施形態では、隣接する角形電池２１の間には、セパレータ２２が配設されて
いるが、例えば、角形電池２１の外装缶２１１を覆うチューブ状の絶縁材を備える構成と
することもできる。この構成では、セパレータ２２よりも薄いチューブ状の絶縁材により
、隣接する角形電池２１を絶縁することができるため、電池ブロック２の積層方向の長さ
を短くすることができる。このチューブ状の絶縁材としては、例えば、熱収縮する絶縁性
フィルムであるシュリンクチューブなどが知られている。
【００３２】
　エンドプレート２３は、外形が角形電池２１の外形とほぼ等しい直方体形状で、アルミ
ニウムやアルミニウム合金等の比較的高い強度を有する金属や硬質のプラスチック等で形
成されている。また、エンドプレート２３の環状バインドバー３１と対向する面には、位
置決め穴２３１が複数形成されている（本実施例では、エンドプレート２３の各隅部に形
成）。尚、図示はしないが、エンドプレート２３は、曲げ強度を高めるために、外側面に
縦横に延設される補強リブを備える構成とすることもできる。
【００３３】
　環状バインドバー３１は、エンドプレート２３を備えた電池ブロック２を周方向に囲繞
するバインドバーで、上下一対の環状バインドバー３１がエンドプレート２３に架設され
る。環状バインドバー３１の内径は、エンドプレート２３を両端に備えた電池ブロック２
が積層方向に押圧される前の状態の周長よりも、少許小さくなるように形成されている。
環状バインドバー３１には、エンドプレート２３と対向する面に、エンドプレート２３に
形成されている複数の位置決め穴２３１と対応する位置に、小孔３１１が形成されており
、小孔３１１及び位置決め穴２３１にピン４を挿通することで、環状バインドバー３１の
位置決めを行うことができるようになっている。
【００３４】
　図４及び図５は環状バインドバー３１をエンドプレート２３に架設し、電池ブロック２
を締結する様子を示す斜視図である。環状バインドバー３１で電池ブロック２を締結する
際、バインド治具Ｊを用いて、電池ブロック２の両端に備えられたエンドプレート２３を
両端から押圧し、電池ブロック２を積層方向に弾性収縮させる。この時、電池ブロック２
は、積層方向に収縮しているので、環状バインドバー３１の内径よりも、電池ブロック２
の周長のほうが小さくなっており、両端に備えられたエンドプレート２３に、環状バイン
ドバー３１を架設することができる。また、環状バインドバー３１は、バインド治具Ｊの
取り外しを阻害しないように、バインド治具Ｊと対応する位置となるエンドプレート２３
と対向する面の中央部分に、切り欠き３１Ａが設けられている。
【００３５】
　ここで、前段落で説明した切り欠き３１Ａの構成について補足する。上述の通り、一対
の環状バインドバー３１は、それぞれ、電池ブロック２の上部と下部に架設されており、
以下、電池ブロック２の上部に位置する環状バインドバー３１を第一環状バインドバー３
１a、電池ブロック２の下部に位置する環状バインドバー３１を第二環状バインドバー３
１ｂとする。第一環状バインドバー３１ａは、エンドプレート２３と対向する面に、エン
ドプレート２３の中央部から上方へ向けて第一環状バインドバー３１ａの半分程度まで切
り欠いた切り欠き３１Ａが形成されている。第二環状バインドバー３１ｂは、エンドプレ
ート２３と対向する面に、エンドプレート２３の中央部から下方へ向けて第二環状バイン
ドバー３１ｂの半分程度までを切り欠いた切り欠き３１Ａが形成されている。第一環状バ
インドバー３１ａの切り欠き３１Ａと、第二環状バインドバー３１ｂの切り欠き３１Ａと
は、対応する位置に形成されており、二つの切り欠き３１Ａによって形成される開口部の
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形状とバインド治具Ｊの形状が一致するようになっている。
【００３６】
　この構成により、バインド治具Ｊで、電池ブロック２を押圧した状態のまま、第一環状
バインドバー３１ａを電池ブロック２の上方から被せてエンドプレート２３に架設し、第
二環状バインドバー３１ｂを電池ブロック２の下方から被せてエンドプレート２３に架設
することができる。そして、バインド治具Ｊを取り外すと、弾性収縮していた電池ブロッ
ク２は、元の寸法へ戻ろうとするが、電池ブロック２を囲繞している環状バインドバー３
１により、電池ブロック２の寸法が規制される。具体的には、エンドプレート２３を両端
に備えた電池ブロック２が環状バインドバー３１の内径を超えて伸長するためには、寸法
を規制している環状バインドバー３１を弾性変形させる必要があり、このような構成とす
ることで、環状バインドバー３１により、電池ブロック２を積層方向に加圧した状態で締
結することができる。この時、環状バインドバー３１とエンドプレート２３とは、ピン４
を介して、位置決めされているので、環状バインドバー３１とエンドプレート２３との相
対位置がずれる事はなく、電池ブロック２をしっかりと締結することができるようになっ
ている。
【００３７】
　尚、環状バインドバー３１は、電池ブロック２を積層方向に充分な力で加圧して締結す
ることができるように、電池ブロック２を締結する際にかかる圧力ではほとんど変形しな
い程度の強度を有する金属板、例えば、充分な強度を有する幅と厚さのステンレス板や鋼
板等の金属板で形成されることが好ましい。
【００３８】
　また、上記実施形態では、位置決め穴２３１にピン４を挿通して環状バインドバー３１
を仮止めする構成であるが、位置決め穴２３１及びピン４の先端にネジ山またはネジ溝を
設ける構成としても良い。この構成によると、仮止めの際、ピン４が抜け落ちることがな
く、電源装置１の組み立てを容易に行うことができる。
【００３９】
　図６及び図７は本実施形態の電源装置の冷却構造を示すための図で、熱伝導性に優れた
平板状の冷却プレート５１が、電池ブロック２の下面側に配設される。前述の通り、環状
バインドバー３１は、電池ブロック２の上面及び下面の少なくとも一部を露出させるよう
に開口した環状に形成されているので、電池ブロック２の下面から露出した角形電池２１
を冷却することができるようになっている。冷却プレートは、例えば、熱伝導性に優れた
アルミニウム等で形成される金属板で形成される。冷却プレート５１と電池ブロック２と
の間には、絶縁性の熱伝導シート５３が配設され、電池ブロック２と冷却プレート５１と
は熱的に結合された状態となっている。熱伝導シート５３は、例えば、シリコンやゴム系
の素材で形成され、電池ブロック２と冷却プレート５１との絶縁性を保ちつつ、電池ブロ
ック２の熱を冷却プレート５１へ効率良く伝えることができる。冷却プレート５１の内部
には、不凍性の冷却液が通過する冷媒配管５２が配設されている。この冷媒配管５２には
、図示しない冷却機構から冷却液が供給され、冷却液が冷媒配管５２内を循環するように
構成されており、この冷却液により冷却プレート５１が冷却されるようになっている。冷
却プレート５１と、熱伝導シート５３と、冷媒配管５２とで冷却装置５が構成され、この
構成により、環状バインドバー３１に覆われていない電池ブロック２の一面（本実施例で
は、電池ブロック２の下面）と冷却プレート５１を熱的に結合させることができ、電池ブ
ロック２の冷却を行うことができる。
【００４０】
　尚、上記実施形態では、絶縁性の熱伝導シートを備える構成としているが、例えば、外
装缶２１１が樹脂で形成される構成や、角形電池２１をチューブ状の絶縁材で覆う構成で
は、冷却プレート５１と電池ブロック２とは、外装缶２１１やチューブ状の絶縁材等によ
り絶縁されているので、冷却プレート５１と電池ブロック２の下面とを直接当接させて、
熱的に結合させる構成としてもよい。
【００４１】
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　また、上記実施形態では、冷却液を用いて冷却プレート５１を冷却する構成の冷却装置
５を例示したが、この構成に限定する必要はなく、例えば、冷媒配管５２内を循環してい
る冷却液を気化させて冷却プレート５１を冷却する構成や、冷却プレート５１に放熱フィ
ンを設ける構成等の周知の構成であっても良い。
【００４２】
　さらに、上記実施形態では、冷却プレート５１を用いた冷却方式を例示したが、環状バ
インドバー３１の側面にスリット状の開口部を複数形成し、この開口部から冷却風を入れ
て、電池ブロック２を冷却させる構成でもよい。
【００４３】
　而して、組立工程の際、角形電池２１とセパレータ２２を交互に積層し、両端にエンド
プレート２３を配設して電池ブロック２を形成する。エンドプレート２３を押圧するバイ
ンド治具Ｊを介して、電池ブロック２を積層方向に加圧して弾性縮小させ、縮小した電池
ブロック２を囲繞するように、電池ブロックの上方及び下方から一対の環状バインドバー
３１をエンドプレート２３に架設する。この時、エンドプレート２３の位置決め穴２３１
と環状バインドバー３１の小孔３１１とは、互いに対向する位置となるようになっている
。そして、ピン４を環状バインドバー３１及びエンドプレート２３の小孔３１１に挿通し
て、環状バインドバー３１をエンドプレート２３に係止することで、環状バインドバー３
１を仮止めすることができるようになっている。
【００４４】
　バインド治具Ｊを取り外すと、電池ブロック２を加圧していた力がなくなり、電池ブロ
ック２は、環状バインドバー３１の内径と一致する程度まで伸長するが、環状バインドバ
ー３１によって囲繞されているので、元の寸法までは伸長しない。そのため、環状バイン
ドバー３１で締結された電池ブロック２は、環状バインドバー３１により積層方向に加圧
される。電池ブロック２の上面から突出している角形電池２１の出力端子２１３にバスバ
ーを装着し、各角形電池２１を直列に接続する。冷却プレート５１の上面に、絶縁性の熱
伝導シート５３を配設し、この熱伝６導シート５３と電池ブロックの下面が当接するよう
に、冷却プレート５１に電池ブロック２を配設する。
【００４５】
　上記実施形態の電源装置１は、一般的なネジやナットを使ってエンドプレートにバイン
ドバーを固定する方法と異なり、環状バインドバー３１はネジやナット等の固定部材のみ
で固定されているわけではないため、例えば、振動によってネジやナットが緩んで環状バ
インドバー３１が外れたり、電池ブロック２を加圧する力が低下したりするおそれはない
。この構成によると、組立工程も少なく、ネジ等のトルク管理を行う必要もないので、生
産効率を高めることができる。
【００４６】
　また、環状バインドバー３１は、エンドプレート２３の中央と対向する位置に、切り欠
きが形成されているので、組立工程において、バインド治具を取り外す際、バインド治具
Ｊと環状バインドバー３１とが物理的に干渉することがなく、バインド治具Ｊを容易に取
り外すことができる。
【００４７】
　さらに、ピン４を使って仮止めできるように構成されているため、環状バインドバー３
１を位置決めすることができ、環状バインドバー３１が電池ブロック２に対して斜めに架
設されることを防止することができる。環状バインドバー３１が斜めに架設されると、電
池ブロック２を想定よりも強い力で加圧され、環状バインドバー３１に負荷がかかる。加
えて、電池ブロック２が想定より強い力で加圧されると、電池ブロック２がより収縮する
ため、出力端子２１３とバスバーとの相対位置がずれ、バスバーで接続されている出力端
子２１３に想定以上の負荷がかかるおそれもある。上記実施形態の電源装置では、環状バ
インドバー３１を位置決めした状態で架設する構成とすることで、電池ブロック２が想定
より強い力で加圧されることを防止できるようになっている。
【００４８】
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　図８及び図９は、別の実施形態における環状バインドバー３２の形状を示す斜視図であ
る。以下、電池ブロック２の上部に位置する環状バインドバー３２を第一環状バインドバ
ー３２a、電池ブロック２の下部に位置する環状バインドバー３２を第二環状バインドバ
ー３２ｂとする。環状バインドバー３２は、電池ブロック２を囲繞する側周部３２１と、
該側周部３２１から延設される鍔部３２２とで構成される。電池ブロック２の上部を締結
する第一環状バインドバー３２ａは、側周部３２１の上部に鍔部３２２が形成されており
、エンドプレート２３に架設した際に、電池ブロック２の上部に鍔部３２２が当接するよ
うになっている。同様に、電池ブロック２の下部を締結する第二環状バインドバー３２ｂ
は、側周部３２１の下部に鍔部３２２が形成されており、エンドプレート２３に架設した
際に、電池ブロック２の下部に鍔部３２２が当接するようになっている。
【００４９】
　この構成によると、環状バインドバー３２の鍔部３２２を介して、環状バインドバー３
２の位置決めをすることができる。そのため、環状バインドバー３２をエンドプレート２
３に架設する際に、環状バインドバー３２の位置ずれをより確実に防止することができる
ので、電源装置１の組み立てを容易に行うことができる。
【００５０】
　図１０乃至図１４では、冷却プレート５１を電池ブロック２と環状バインドバー３２の
間に位置させ、第二環状バインドバー３２ｂの鍔部３２２によって冷却プレート５１を固
定した実施形態を示している。図１０乃至図１３に示される環状バインドバー３２におい
て、電池ブロック２の下面側に位置する第二環状バインドバー３２ｂは、エンドプレート
２３と対向する面から底面にかけて開口した開口部３２Ｂが形成されている。この開口部
３２Ｂを形成することで、冷却プレート５１を電池ブロック２と環状バインドバー３２ｂ
の間に位置させた状態で、冷却プレート５１内に配設される冷媒配管５２を外部へ配管す
ることができるようになっている。
【００５１】
　尚、図１０乃至図１４に示す実施形態では、第二環状バインドバー３２ｂの鍔部３２２
は、電池ブロック２の下部ではなく、冷却プレート５１の下部と当接するようになってい
る。
【００５２】
　さらに、図１４に示す実施形態では、第二環状バインドバー３２ｂは、有底の箱形状に
形成され、冷却プレート５１の下面を覆って、冷却プレート５１の下面を全面で支える形
状としている。換言すると、図１４に示す実施形態では、第二環状バインドバー３２ｂの
鍔部３２２は電池ブロック２の下面を閉塞するように延接されており、上述したバインド
治具Ｊを挿通可能に構成するための切り欠き３１Ａと、冷媒配管５２を外部へ配管可能に
構成するための開口部３２Ｂとが形成されている。
【００５３】
　図１０乃至図１４に示した実施形態では、冷却プレート５１を電池ブロック２の下面に
当接した状態で、環状バインドバー３２で締結する構成となっているため、冷却プレート
５１を固定するための部品とバインドバーとを同一の部材で達成できるほか、冷却プレー
ト５１と電池ブロック２とをモジュール化することができる。この構成により、例えば、
電源装置１を車両等に搭載する組立工程等において、作業性を向上させることができる。
【００５４】
　また、図８乃至図１４に示した環状バインドバー３２の構成では、前述の通り、環状バ
インドバー３２の鍔部３２２が電池ブロック２または冷却プレート５１に当接するので、
より確実に環状バインドバー３２の位置ずれを防止することができるようになっている。
特に積層する角形電池２１の数が増えると、環状バインドバー３２の位置がずれによる締
結力のばらつきが大きくなるが、環状バインドバー３２の位置ずれを確実に防止すること
で、想定より強い力で電池ブロック２が加圧されること等を防止することができる。加え
て、鍔部３２２は、積層されている角形電池２１の上下方向の位置ずれも抑制することが
できる。この種の電源装置は、組立時の角形電池２１の上下方向の位置ずれや、製造時の
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外装缶２１１の寸法のばらつきにより、電池ブロック２の上面や下面を平坦にすることは
困難である。電池ブロック２の下面が平坦でない場合、冷却プレート５１や熱伝導シート
５３と電池ブロック２との密着性が悪くなるため、角形電池２１を充分に冷却できなかっ
たり、積層されている角形電池２１に温度差が生じたりするおそれがある。電池ブロック
２を構成している角形電池２１に温度差が生じると、角形電池２１の容量にばらつきが生
じて、過放電や過充電が起きるおそれもある。
【００５５】
　さらに、図８及び図９に示した実施形態では、鍔部３２２により、積層されている角形
電池２１の上下方向の位置ずれも抑制することができるので、電池ブロック２と熱伝導シ
ート５３との密着性を向上させることができる。また、図１０乃至図１４に示した実施形
態では、環状バインドバー３２ｂによって、冷却プレート５１が電池ブロック２の下面に
当接した状態で保持されるようになっているので、環状バインドバー３２を介して、冷却
プレート５１が電池ブロック２の下面（熱伝導シート５３）に押圧された状態となり、電
池ブロック２と熱伝導シート５３との密着性を向上させることができる。
【００５６】
　尚、上記実施形態では、直方体形状の電池セルとして、角形電池を例示しているが、本
発明で用いる電池セルは角形電池に限らず、電極等の発電要素をラミネートフィルムで被
覆して形成される角形形状のラミネート電池等であってもよい。また、上記実施形態にお
いて、ピン４と、位置決め穴２３１と、小孔３１１とは、複数形成されているが、必ずし
も複数である必要はない。例えば、積層する角形電池２１の数が少ない電源装置１では、
比較的、環状バインドバー３１や環状バインドバー３２が位置ずれするおそれが少ないの
で、一つの環状バインドバーに対して、ピン４と、位置決め穴２３１と、小孔３１１を一
つだけ備える構成としてもよい。
【００５７】
　以上の電源装置は、車載用の電源として利用できる。電源装置を搭載する車両としては
、エンジンとモータのみで走駆するハイブリッド自動車やプラグインハイブリッド自動車
、またはモータのみで走行する電気自動車等の電動車両が利用でき、これらの車両の電源
として使用される。
【００５８】
　また、車両用の電源装置のほかに、コンピュータサーバのラックに搭載可能なバックア
ップ電源装置、携帯電話等の無線基地局用のバックアップ電源装置、家庭内用、工場用の
蓄電用電源、街路灯の電源等、太陽電池と組み合わせた蓄電装置、信号機等のバックアッ
プ電源用等の用途にも適宜利用できる。
【００５９】
　尚、上述の実施形態では、各構成要素を説明するために、電池セルの出力端子側を上面
、外装缶の底面を下面としたが、この上下等の方向は電源装置１の載置方法を制限するも
のではない。例えば、上述したハイブリッド自動車等に搭載する際、電池ブロックの上面
を側方や下方に向けるように電源装置１を載置しても良い。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明は、電源装置に広く利用可能である。
【符号の説明】
【００６１】
　　　１　　　電源装置
　　　２　　　電池ブロック
　　　２１　　角形電池
　　　２１１　外装缶
　　　２１２　電極
　　　２１３　出力端子
　　　２２　　セパレータ
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　　　２３　　エンドプレート
　　　２３１　位置決め穴
　　　３　　　締結具
　　　３１　　環状バインドバー
　　　３１ａ　第一環状バインドバー
　　　３１ｂ　第二環状バインドバー
　　　３１１　小孔
　　　３１Ａ　切り欠き
　　　３２　　環状バインドバー
　　　３２ａ　第一環状バインドバー
　　　３２ｂ　第二環状バインドバー
　　　３２１　側周部
　　　３２２　鍔部
　　　３２Ｂ　開口部
　　　４　　　ピン
　　　５　　　冷却装置
　　　５１　　冷却プレート
　　　５２　　冷媒配管
　　　５３　　熱伝導シート
　　　Ｊ　　　バインド治具　　　
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